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  次の遊技機は、遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則（昭和60年国家公安委員会規則第４号。以下「規則」という。）第６条に定める技術上の規格に適合していると認めるので、規則第９条第１項の
規定により告示する。

令和5年2月6日

岡　山　県　公　安　委　員　会

申請者の氏名又は名称
及び住所

遊技機の種類 型式名 製造業者名 検 定 番 号 検定の有効期間

1
名古屋市中村区烏森町三丁目５６番地
　　　株式会社ニューギン
（代表取締役　新井　悠司）

ぱちんこ遊技機 ＰＧＯ！ＧＯ！郷Ｍ３－Ｘ 株式会社ニューギン ２Ｐ１４９９
公示の日（令和5年2月6
日）から３年間

公示の日（令和5年2月6
日）から３年間

3
東京都渋谷区渋谷三丁目２９番１４号
　　　株式会社三共
（代表取締役　石原　明彦）

ぱちんこ遊技機 Ｐ蒼穹のファフナー　超蒼穹Ｙ 株式会社三共 １Ｐ１３２５
公示の日（令和5年2月6
日）から３年間

2
東京都台東区東上野一丁目１６番１号
　　　株式会社平和
（代表取締役　嶺井　勝也）

ぱちんこ遊技機 ｅルパン三世ザファーストＨ４ＹＺ３ 株式会社平和 ２Ｐ１６４６

公示の日（令和5年2月6
日）から３年間

5
東京都渋谷区渋谷三丁目２９番１４号
　　　株式会社ビスティ
（代表取締役　尼子　勝紀）

ぱちんこ遊技機 Ｐコードギアス　反逆のルルーシュ３Ｖ 株式会社ビスティ ２Ｐ１６９７
公示の日（令和5年2月6
日）から３年間

4
東京都渋谷区渋谷三丁目２９番１４号
　　　株式会社ビスティ
（代表取締役　尼子　勝紀）

ぱちんこ遊技機 ＰＡフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンｂＹ 株式会社ビスティ １Ｐ０８９２

公示の日（令和5年2月6
日）から３年間

7
大阪市中央区内本町一丁目１番４号
　　　株式会社藤商事
（代表取締役　今山　武成）

ぱちんこ遊技機 Ｐ地獄少女　Ｌｉｇｈｔ　ＦＶＢ 株式会社藤商事 ２Ｐ１４８５
公示の日（令和5年2月6
日）から３年間

6
名古屋市千種区今池三丁目９番２１号
　　　サンスリー株式会社
（代表取締役　岡村　鉉）

回胴式遊技機 Ｌ大工の源さん超夢源ＳＥ 株式会社サンスリー ２Ｓ１６０１
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1
愛知県一宮市高田字池尻１番地
　　　ＫＰＥ株式会社
（代表取締役　渡邊　郁）

回胴式遊技機 ＳスロドルＰＫ ＫＰＥ株式会社 ２３０３３６
公示の日（令和5年2月13
日）から３年間
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  次の遊技機は、遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則（昭和60年国家公安委員会規則第４号。以下「規則」という。）第６条に定める技術上の規格に適合していると認めるので、規則第９条第１項の規定
により告示する。

令和5年2月13日

岡　山　県　公　安　委　員　会

申請者の氏名又は名称
及び住所

遊技機の種類 型式名 製造業者名 検 定 番 号 検定の有効期間
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2
愛知県北名古屋市沖村西ノ川１番地
　　　株式会社大一商会
（代表取締役　市原　髙明）

ぱちんこ遊技機

1
東京都台東区東上野一丁目１６番１号
　　　株式会社オリンピア
（代表取締役　兼次　民喜）

回胴式遊技機 Ｌ主役は銭形４Ｌ１ 株式会社オリンピア ２Ｓ１５９０
公示の日（令和5年2月20
日）から３年間

Ｐ真・一騎当千２Ｄ 株式会社大一商会 ２１０３６４
公示の日（令和5年2月20
日）から３年間
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  次の遊技機は、遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則（昭和60年国家公安委員会規則第４号。以下「規則」という。）第６条に定める技術上の規格に適合していると認めるので、規則第９条第１項
の規定により告示する。

令和5年2月20日

岡　山　県　公　安　委　員　会

申請者の氏名又は名称
及び住所

遊技機の種類 型式名 製造業者名 検 定 番 号 検定の有効期間
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  次の遊技機は、遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則（昭和60年国家公安委員会規則第４号。以下「規則」という。）第６条に定める技術上の規格に適合していると認めるので、規則第９条第１項の規
定により告示する。

令和5年2月27日

岡　山　県　公　安　委　員　会

申請者の氏名又は名称
及び住所

遊技機の種類 型式名 製造業者名 検 定 番 号 検定の有効期間

1

沖縄県宜野湾市長田一丁目１９番１０－
３０２号玉善ビル
　　　株式会社オズ
（代表取締役　國吉　修）

回胴式遊技機 ＳＯＺ１－ＡＡ－３０ 株式会社オズ ２Ｓ１５４１
公示の日（令和5年2月27
日）から３年間


